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違
法
な
行
政
契
約
の
効
力

　
－
西
独
に
お
け
る
立
法
と
学
説

石
　
井

昇

　
　
　
1
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

　
我
国
で
行
政
契
約
と
法
令
の
規
定
と
の
関
係
が
比
較
的
詳
細
に
論
じ
ら

れ
た
の
は
、
古
く
は
報
償
契
約
に
関
し
て
で
あ
り
、
最
近
で
は
公
害
防
止

協
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
報
償
契
約
で
は
、
買
収
条
項
、
占
用
料
．
特
許

料
・
特
別
税
の
免
除
と
報
償
金
の
納
付
に
関
す
る
契
約
条
項
等
と
ガ
ス
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
里
）

業
法
、
道
路
法
等
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、
公
害
防
止
協
定
で
は
、
法
令

に
規
定
の
な
い
義
務
を
課
し
た
り
、
法
令
の
取
締
基
準
よ
り
厳
し
い
基
準

を
上
乗
せ
す
る
契
約
条
項
と
公
害
規
制
立
法
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い

箏　
我
国
で
こ
の
よ
う
に
法
令
と
行
政
契
約
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
に

は
、
法
令
の
強
行
規
定
に
違
反
す
る
行
政
契
約
条
項
は
法
律
の
優
位
原
則

に
従
っ
て
無
効
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
そ
の
議
論
の
前
提
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
西
独
で
は
、
こ
う
し
た
考
え
は
、
学
説
．
判
例
及

ぴ
立
法
上
全
面
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

　
西
独
で
は
か
な
り
古
く
か
ら
、
違
法
な
行
政
契
約
の
無
効
説
、
違
法
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

行
政
契
約
に
行
政
行
為
と
同
等
の
存
続
効
を
認
め
る
説
及
ぴ
違
法
な
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
o
〕

契
約
に
行
政
行
為
以
上
の
存
続
効
を
認
め
る
説
が
学
説
上
対
立
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

判
例
も
そ
れ
に
ほ
ぽ
対
応
し
て
対
立
し
て
き
た
。
第
一
説
は
、
強
行
規
定

に
違
反
す
る
行
政
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
り
、
第
二
説
は
、

行
政
契
約
の
内
容
と
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
無
効
で
あ
る
場

合
に
は
、
行
政
契
約
も
無
効
で
あ
り
、
行
政
行
為
が
取
消
し
う
る
場
合
に

は
、
行
政
契
約
も
取
消
可
能
で
あ
り
、
行
政
行
為
が
取
消
し
え
な
い
場
合

に
は
、
行
政
契
約
も
取
消
し
え
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
。
第
三
説
は
、
行

政
行
為
が
無
効
で
あ
る
場
含
に
は
、
行
政
契
約
も
無
効
で
あ
る
と
す
る
が
、

行
政
行
為
が
取
消
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
契
約
は
無
効
で

も
取
消
可
能
で
も
な
く
、
完
全
な
効
カ
を
有
す
る
と
考
え
る
説
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
状
況
の
下
で
西
独
で
は
、
一
九
七
六
年
に
公
布
さ
れ
た
連
邦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

法
た
る
行
政
手
続
法
（
く
o
暑
岸
冒
o
q
婁
o
『
邑
一
冨
冨
o
q
窃
g
・
）
の
五
九
条
に
、

違
法
な
行
政
契
約
の
効
カ
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
た
。
こ
の
規
定
は
後

述
す
る
よ
う
に
、
第
三
説
類
似
の
考
え
方
を
採
用
し
た
と
解
さ
れ
る
が
、

そ
れ
に
関
し
て
違
憲
説
と
合
憲
説
が
学
説
上
対
立
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

立
法
と
そ
れ
に
関
す
る
議
論
は
、
行
政
契
約
と
法
令
の
強
行
規
定
と
の
関

係
に
つ
い
て
我
国
に
新
た
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
行
政
手
続
法
で
は
行
政
契
約
と
■
Ω
ω
と
の
関
係
が
明
文
で
規

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
紹
介
は
、
行
政
契
約
と
民
法
の
各
規
定
と
の
関
係

に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
具
体
的
な
議
論
の
な
い
我
国
に
と
っ
て
、
有
益
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
従
っ
て
本
稿
は
、
酉
独
の
行
政
手
続
法
五
九
条
と
そ
れ
に
対
す
る
学
界

の
評
価
の
展
望
を
目
的
と
す
る
。
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違
法
な
行
政
契
約
の
効
カ

　
行
政
手
続
法
五
九
条
は
、
行
政
契
約
の
無
効
（
量
o
津
耐
犀
5
の
生
ず

ぺ
き
場
合
を
規
定
し
て
い
る
。

　
五
九
条
第
一
項
は
、
「
公
法
契
約
は
、
民
法
典
の
規
定
の
準
用
に
よ
っ

て
無
効
と
な
る
場
合
に
、
無
効
と
す
る
」
と
規
定
し
て
、
対
等
法
的
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蓼
〕

（
ぎ
o
邑
量
ま
舅
冨
o
星
一
〇
臣
＜
o
言
晶
軸
）
、
従
属
法
的
契
約
（
彗
げ
o
邑
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

量
夢
易
冨
o
匡
巨
価
＜
胃
け
『
晶
舳
）
双
方
に
適
用
さ
れ
る
一
般
的
無
効
原
因

を
定
め
、
第
二
項
は
従
属
法
的
契
約
の
み
の
特
殊
な
無
効
原
因
を
定
め
、

第
三
項
は
行
政
契
約
の
一
部
無
効
の
効
果
を
規
定
し
て
い
る
。

　
立
法
者
に
よ
る
と
、
五
九
条
第
一
項
と
第
二
項
の
無
効
原
因
は
、
隈
定

　
　
　
＾
H
）

列
挙
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
契
約
の
無
効
の
生
ず
べ
き
原
因
は
、
五
九

条
第
一
項
と
第
二
項
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
立
法
者
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
行
政
契
約
が
強
行
規
定
に
違
反
し

て
違
法
で
あ
る
場
合
の
す
ぺ
て
を
五
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
で
網
羅
し

て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
違
法
で
は
あ
る
が
、
無
効
で
な
い
行
政
契
約
の

存
在
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
行
政
手
続
法
は
、
遠
法
な
行

政
契
約
の
畷
疵
の
効
果
と
し
て
、
峯
o
匡
o
回
犀
岸
の
み
を
規
定
し
て
お
り
、

シ
旦
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
一
般
行
政
法
（
≧
荷
o
昌
9
篶
蜆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

く
g
ミ
巴
g
目
o
q
閉
o
口
鶉
o
冨
蟹
『
o
芭
ω
■
芭
■
ρ
ω
o
巨
鶉
毛
荷
－
国
o
－
餉
8
巨
）
　
一
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
咀
〕

条
第
三
項
の
よ
う
な
o
■
皇
｝
雷
昌
ぎ
岸
や
、
契
約
の
違
法
性
を
理
由
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
〕

す
る
契
約
の
取
消
に
つ
い
て
意
識
的
に
規
定
せ
ず
、
そ
う
し
た
も
の
を
黙

　
　
　
　
　
　
　
＾
些

示
で
排
除
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
違
法
で
は
あ
る
が
、
無
効
で
な
い
行
政

契
約
が
行
政
手
続
法
五
九
条
に
よ
り
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
政
契

約
は
、
完
全
に
有
効
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
取
消
等
の
何
ら
の
制
裁

も
科
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、

　
以
下
で
は
、
違
法
で
は
あ
る
が
無
効
で
な
い
行
政
契
約
が
行
政
手
続
法

上
存
在
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
、
五
九
条
第
一
項
と
第
二
項
が
規

定
す
る
無
効
原
因
の
射
程
範
囲
を
検
討
す
る
。

1
　
行
政
手
続
法
五
九
条
第
二
項
の
特
殊
な
無
効
原
因

　
ま
ず
こ
こ
で
は
、
行
政
手
続
法
五
四
条
第
二
段
の
意
昧
で
の
行
政
契
約
、

つ
ま
り
従
属
法
的
契
約
に
の
み
適
用
さ
れ
る
行
政
手
続
法
五
九
条
第
二
項

の
各
号
の
無
効
原
因
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ω
五
九
条
第
二
項
第
一
号
　
　
本
規
定
は
、
従
属
法
的
契
約
の
内
容
と

対
応
す
る
内
容
の
行
政
行
為
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
、
従
属
法
的
契
約
は

無
効
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
本
規
定
は
、
行
政
行
為
の
無
効
に
つ
い
て

規
定
す
る
行
政
手
続
法
四
四
条
、
特
に
そ
の
第
一
項
と
第
二
項
を
準
用
す

る
。
四
四
条
第
一
項
の
準
用
に
よ
る
と
、
従
属
法
的
契
約
は
、
特
に
重
大

な
暇
疵
が
あ
り
、
こ
の
暇
疵
が
考
慮
さ
れ
る
全
事
情
を
理
性
的
に
評
価
す

る
と
き
に
明
白
で
あ
る
隈
り
、
無
効
で
あ
る
。

　
ま
た
四
四
条
第
二
項
の
準
用
に
よ
っ
て
も
、
従
属
法
的
契
約
は
無
効
で

　
＾
皿
〕

あ
る
。

　
②
五
九
条
第
二
項
第
二
号
　
　
本
規
定
に
よ
る
と
、
従
属
法
的
契
約
は
、

そ
の
内
容
と
対
応
す
る
内
容
の
行
政
行
為
が
行
政
手
続
法
四
六
条
の
意
味

で
の
手
続
な
い
し
形
式
の
蝦
疵
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
に
違
法
で
あ
り
、

か
つ
こ
れ
が
契
約
締
結
者
に
知
ら
れ
て
い
た
場
合
に
、
無
効
で
あ
る
。
こ

の
規
定
の
目
的
は
、
契
約
当
事
者
が
契
約
の
違
法
性
を
認
識
し
、
か
つ
そ

れ
を
生
ぜ
し
め
る
故
意
を
も
っ
て
協
カ
し
て
（
ぎ
σ
O
…
津
Φ
目
冒
O
。
。
叩
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幸
o
＝
箒
目
冒
竃
昌
昌
雪
乏
寿
雪
）
、
行
政
契
約
に
よ
り
違
法
な
結
果
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

ぜ
し
め
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
要
件
の
第
一
と
し
て
、
対
応
す
る
内
容
の
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ

と
。
但
し
そ
の
違
法
性
は
、
行
政
手
続
法
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
な
い

し
形
式
の
畷
疵
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
な

い
し
形
式
の
環
疵
と
は
、
あ
る
事
案
に
お
い
て
当
該
手
続
な
い
し
形
式
の

暇
疵
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
別
段
の
決
定
の
な
さ
れ
る
可
能
性
が
な
か

っ
た
だ
ろ
う
よ
う
な
手
続
・
形
式
の
暇
疵
で
あ
る
。

　
要
件
の
第
二
と
し
て
、
双
方
の
契
約
締
結
者
が
契
約
の
違
法
性
を
知
っ

て
い
た
二
と
。
双
方
の
契
約
締
結
者
の
契
約
締
縞
時
に
お
け
る
、
契
約
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
－

違
法
性
に
対
す
る
積
極
的
認
識
が
不
可
欠
で
あ
り
、
一
方
当
事
者
の
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
命
）

な
い
し
双
方
当
事
者
の
知
り
う
べ
か
り
し
こ
と
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
従

っ
て
、
行
政
庁
と
国
民
を
当
事
者
と
す
る
従
属
法
的
契
約
で
は
、
行
政
庁

と
国
民
が
双
方
と
も
、
契
約
締
結
時
に
、
契
約
の
違
法
性
を
認
識
し
て
い

な
け
れ
ば
、
こ
の
要
件
は
満
た
さ
れ
な
い
。
ま
た
契
約
締
緒
者
の
認
識
は
、

契
約
の
違
法
性
に
及
ぱ
ね
ぱ
な
ら
ず
、
契
約
の
違
法
性
を
生
じ
る
実
際
の

事
情
（
例
え
ぱ
、
行
政
庁
の
無
管
轄
）
の
認
識
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎜
〕

が
、
契
約
が
違
反
す
る
規
定
の
認
識
ま
で
は
必
要
な
い
。

　
以
上
の
説
明
か
ら
わ
か
る
通
り
、
本
規
定
に
よ
る
と
、
従
属
法
的
契
約

は
、
前
号
な
い
し
後
述
す
る
五
九
条
第
一
項
、
特
に
炭
Ω
吋
二
二
四
条
の

要
件
を
満
た
さ
な
い
隈
り
、
強
行
規
定
に
違
反
す
る
だ
け
で
は
無
効
に
な

ら
ず
、
そ
の
上
に
双
方
契
約
当
事
者
の
契
約
の
違
法
性
の
認
識
が
要
求
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
加
〕

れ
て
い
る
。
第
二
の
要
件
の
立
証
の
困
難
さ
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
も
、

第
二
の
要
件
の
存
在
自
体
が
、
違
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
効
で
な

い
従
属
法
的
契
約
の
存
在
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　
㈹
　
五
九
条
第
二
項
第
三
号
　
　
本
規
定
に
よ
る
と
、
行
政
手
続
法
五

五
条
で
規
定
さ
れ
た
和
解
契
約
（
く
o
曇
o
Σ
・
餉
≦
尋
晶
）
締
結
の
要
件
が

存
在
せ
ず
、
か
つ
契
約
内
容
と
対
応
す
る
内
容
の
行
政
行
為
が
、
四
六
条

の
意
味
で
の
手
続
な
い
し
形
式
の
暇
疵
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
に
違
法
で

あ
る
場
合
に
、
従
属
法
的
和
解
契
約
は
無
効
で
あ
る
。
本
規
定
の
目
的
は
、

立
法
者
に
よ
る
と
、
和
解
契
約
が
法
的
に
認
め
ら
れ
な
い
結
果
を
生
ぜ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
盟
〕

め
る
こ
と
の
防
止
で
あ
る
。

　
し
か
し
本
規
定
に
よ
る
と
、
違
法
で
は
あ
る
が
無
効
で
な
い
和
解
契
約

の
存
在
す
る
余
地
が
あ
る
。
例
え
ぱ
、
五
五
条
で
規
定
さ
れ
た
和
解
契
約

締
結
の
要
件
は
存
す
る
が
、
そ
の
和
解
契
約
に
違
法
な
給
付
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
五
九
条
第
二
項
第
一
号
・
第
二
号
な

い
し
後
述
す
る
五
九
条
第
一
項
、
特
に
籟
o
｝
二
二
四
条
の
要
件
を
満
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

さ
な
い
限
り
、
無
効
で
は
な
い
。

　
ω
五
九
条
第
二
項
第
四
号
　
　
本
規
定
に
よ
る
と
、
行
政
手
続
法
五
六

条
に
よ
り
許
さ
れ
て
い
な
い
反
対
給
付
を
行
政
庁
が
契
約
の
棉
手
方
に
約

東
さ
せ
る
場
合
に
、
従
属
法
的
交
換
契
約
（
＞
畠
酎
畠
o
～
o
尋
品
）
は
無

効
で
あ
る
。
本
規
定
は
、
行
政
庁
の
契
約
相
手
（
国
民
）
の
給
付
が
五
六

条
に
規
定
さ
れ
た
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
、
交
換
契
約
は
無
効
で
あ

る
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
行
政
庁
が
法
律
上
許
さ
れ
な
い
給
付
を

約
束
・
授
与
す
る
場
合
に
は
、
本
規
定
は
及
ぱ
な
い
。
従
っ
て
、
許
可
、

認
可
、
公
の
金
銭
給
付
等
の
行
政
庁
の
給
付
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
も
、

従
属
法
的
交
換
契
約
は
、
五
九
条
第
二
項
第
一
号
・
第
二
号
な
い
し
後
述

す
る
五
九
条
第
一
項
、
特
に
民
Ω
b
二
二
四
条
の
要
件
を
満
た
さ
な
い

鵬
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限
り
、
無
効
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
高
権
的
権
隈
の
大
売
り
出
し
（
＞
冨
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
娑

く
雪
罫
巨
く
昌
｝
o
訂
戻
σ
艮
轟
身
蜆
昌
）
が
、
立
法
者
の
意
図
に
反
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
響

必
ず
し
も
阻
止
さ
れ
る
と
は
隈
ら
な
い
。

2
　
行
政
手
続
法
五
九
条
第
一
項
の
一
般
的
無
効
原
因

　
行
政
手
続
法
五
九
条
第
一
項
は
、
「
民
法
典
の
規
定
の
準
用
に
よ
っ
て

無
効
と
な
る
場
合
」
に
行
政
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。

　
ま
ず
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ど
の
尻
o
討
規
定
が
準
用
さ
れ
る
か
、

特
に
意
思
表
示
の
取
消
に
関
す
る
規
定
、
例
え
ぱ
｝
Ω
d
一
一
九
条
（
錯

誤
）
、
二
一
〇
条
（
不
真
性
な
伝
達
）
、
一
二
三
条
（
詐
欺
・
強
迫
）
が
準

用
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
規
定
の
準
用
が
こ
こ
で
否
定

さ
れ
て
も
、
行
政
手
続
法
六
二
条
に
よ
り
、
行
政
契
約
に
補
充
的
に
準
用

　
　
＾
蝸
〕

さ
れ
る
の
で
、
余
り
議
論
す
る
実
益
は
な
い
。

　
立
法
者
の
見
解
及
ぴ
挙
説
に
お
い
て
異
議
な
し
に
本
項
で
準
用
が
肯
定

さ
れ
る
民
Ω
籟
規
定
と
し
て
は
、
一
〇
五
条
（
行
為
無
能
カ
者
、
意
識

喪
失
の
状
態
又
は
精
神
活
動
の
一
時
的
障
碍
の
状
態
の
意
思
表
示
）
、
一

ニ
ハ
条
第
二
段
（
心
裡
留
保
）
、
一
一
七
条
（
虚
偽
表
示
）
、
一
一
八
条
（
非

真
意
表
示
）
、
一
二
五
条
（
方
式
欠
敏
の
法
偉
行
為
）
、
ニ
ニ
八
条
（
良
俗

違
反
の
法
律
行
為
）
、
三
〇
六
条
（
不
能
の
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
）

　
　
　
　
＾
〃
〕

が
挙
げ
ら
れ
る
。
従
っ
て
例
え
ぱ
、
行
政
庁
と
国
民
を
当
事
者
と
す
る
行

政
契
約
で
は
、
担
当
行
政
庁
の
意
思
表
示
と
国
民
の
意
恩
表
示
の
各
々
に

つ
き
、
一
〇
五
条
、
一
ニ
ハ
条
第
二
段
、
一
一
七
条
、
一
一
八
条
の
要
件

が
問
題
と
な
り
、
ま
た
法
偉
の
規
定
す
る
方
式
（
例
え
ぱ
、
行
政
手
続
法

五
七
条
に
よ
る
書
面
形
式
）
が
行
政
庁
と
国
民
の
一
方
又
は
双
方
の
側
で

欠
け
て
い
る
行
政
契
約
は
、
一
二
五
条
の
準
用
に
よ
り
無
効
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ω
Ω
ω
二
二
四
条
の
準
用
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

二
一
茜
条
は
、
「
法
律
の
禁
止
に
違
反
す
る
法
偉
行
為
は
、
当
該
法
律
に

よ
り
別
異
の
結
果
を
生
じ
な
い
限
り
、
無
効
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
〕

立
法
者
は
；
一
四
条
の
行
政
契
約
へ
の
準
用
を
全
面
的
に
否
定
す
る
が
、

学
説
で
は
こ
れ
に
関
し
て
三
つ
の
説
が
対
立
し
て
い
る
。
第
一
説
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
一

三
四
条
の
準
用
を
全
面
的
に
否
定
す
る
説
（
否
定
説
）
で
あ
り
、
第
二
説

は
、
従
属
法
的
契
約
、
対
等
法
的
契
約
を
区
別
せ
ず
に
全
面
的
に
準
用
を

　
　
　
　
　
　
　
＾
帥
一

肯
定
す
る
説
（
肯
定
説
）
で
あ
り
、
第
三
説
は
、
対
等
法
的
契
約
に
の
み

準
用
を
肯
定
し
、
従
属
法
的
契
約
に
は
準
用
を
否
定
す
る
説
（
一
部
肯
定

＾
趾
〕

説
）
で
あ
る
。
肯
定
説
が
多
数
説
で
あ
る
。
．

　
筆
者
も
一
応
、
多
数
説
た
る
肯
定
説
に
従
う
が
、
こ
こ
で
は
次
の
点
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
す
ぺ
て
の
強
什
規
定
が
■
Ω
吋
二
二
四

条
で
い
う
法
律
の
禁
止
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
強
行
規
定
の
一
部
が
法

律
の
禁
止
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
強
行
規
定
違
反
は
、
法
偉
の
禁
止
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

る
違
反
で
あ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
二
二
四
条
の
行
政
契
約
へ
の
準
用
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
肯
定

説
に
立
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
強
行
規
定
に
違
反
し
て
違
法
な
行

政
契
約
の
全
部
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
否
定
説
、

一
部
肯
定
説
と
比
較
す
れ
ぱ
、
無
効
と
な
る
違
法
な
行
政
契
約
の
範
囲
は

拡
大
す
る
が
、
法
偉
の
禁
止
た
る
性
質
を
有
さ
な
い
強
行
規
定
の
違
反
は
、

；
一
四
条
の
射
程
外
に
あ
り
、
二
二
四
条
の
準
用
に
よ
っ
て
も
無
効
と
は

な
ら
な
い
。
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3
　
行
政
手
続
法
五
九
条
の
評
個
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
以
上
の
よ
う
に
、
行
政
手
続
法
五
九
条
第
一
項
と
第
二
項
で
規
定
さ
れ

て
い
る
行
政
契
約
の
無
効
原
因
は
、
す
ぺ
て
の
違
法
な
行
政
契
約
を
カ
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鎚
〕

1
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
無
効
は
隈
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
生
じ
る
。
ま
た

前
述
の
よ
う
に
、
違
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
効
で
な
い
行
政
契
約

に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
は
、
峯
g
冨
蚕
叶
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脱
）

ζ
目
色
薫
轟
旨
ぎ
岸
と
い
う
効
果
を
規
定
せ
ず
、
破
棄
・
取
消
を
可
能
と

す
る
規
定
も
意
識
的
に
置
い
て
い
な
い
。

　
従
っ
て
、
行
政
手
続
法
五
九
条
は
、
一
方
で
は
、
行
政
行
為
の
無
効
原

因
と
比
較
し
て
従
属
法
的
契
約
の
無
効
原
因
を
拡
大
す
る
が
、
他
方
で
は
、

契
約
内
容
と
対
応
す
る
内
容
の
行
政
行
為
が
無
効
で
は
な
い
が
、
取
消
可

能
で
あ
る
場
合
に
常
に
、
従
属
法
的
契
約
が
無
効
な
い
し
取
消
可
能
で
あ

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
従
属
法
的
契
約
の
内
容

に
相
当
す
る
行
政
行
為
が
取
消
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
従
属
法
的
契
約

は
無
効
な
い
し
取
消
可
能
で
あ
る
と
は
眼
ら
ず
、
行
政
手
続
法
は
、
違
法

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
制
裁
も
科
さ
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
掘
）

完
全
に
有
効
な
行
政
契
約
の
存
在
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
取
消
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
現
行
の
行
政
手
続
法
で
は
、

違
法
な
従
属
法
的
契
約
は
、
違
法
な
行
政
行
為
以
上
の
存
続
効
・
拘
東
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帥
）

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
現
行
の
行
政
手
続
法
は
、

は
じ
め
に
述
べ
た
西
独
行
政
法
学
界
の
第
三
説
に
類
似
し
た
考
え
方
を
と

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
以
上
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
行
政
手
続
法
五
九
条
に
つ
い
て
、
西
独
の
行

政
法
学
界
に
は
合
憲
説
と
違
憲
説
が
あ
る
。

　
合
憲
説
は
主
に
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
第
一
に
、
法
律
の
優
位
原
則
と
し
ぱ
し
ぱ
衝
突
す
る
法
的
安
定
性
の
原

則
は
、
法
偉
の
優
位
原
則
と
同
様
に
、
法
治
国
家
原
理
か
ら
派
生
す
る
も

の
で
あ
り
、
従
っ
て
立
法
者
は
、
違
法
な
行
政
契
約
の
法
的
効
果
に
つ
い

て
、
常
に
無
効
な
い
し
取
消
を
規
定
し
、
法
的
安
定
性
の
原
則
よ
り
も
法

偉
の
優
位
原
則
を
常
に
尊
重
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

行
政
手
続
法
五
九
条
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
則
を
き
わ
め
て
憲
法
に
適
合

　
　
　
　
　
　
（
師
〕

的
に
調
整
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
第
二
に
、
行
政
手
続
法
が
違
法
な
行
政
契
約
の
取
消
を
規
定
せ
ず
、
違

法
な
行
政
行
為
以
上
の
存
続
効
を
違
法
な
行
政
契
約
に
認
め
て
い
る
こ
と

は
、
①
国
民
が
自
由
意
思
で
契
約
を
締
縞
し
た
こ
と
が
、
国
民
に
よ
る
取

消
権
の
放
棄
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
、
②
行
政
手
続
法
五
九
条
が
、
行
政
行

為
よ
り
も
広
範
な
無
効
原
因
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
正
当

　
　
＾
鍋
）

化
さ
れ
る
。

　
第
三
に
、
も
し
違
法
な
行
政
契
約
は
す
べ
て
無
効
で
あ
る
と
い
う
よ
う

に
規
定
さ
れ
た
な
ら
、
行
政
契
約
の
締
結
は
そ
の
効
力
の
不
確
実
性
の
故

に
国
民
に
と
っ
て
余
り
に
も
危
険
な
冒
険
で
あ
り
、
実
際
上
行
政
契
約
は

ほ
と
ん
ど
締
結
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
行
政
手
続
法
五
九
条
の
よ
う
に
、
無

効
な
行
政
契
約
の
範
囲
を
明
示
し
、
そ
の
他
の
違
法
な
行
政
契
約
は
完
全

に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
て
は
じ
め
て
、
行
政
契
約
の
活
動
余
地
が

　
　
一
珊
）

生
ま
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
違
憲
説
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
確
か
に
、
如
何
に
し
て
行
政
契
約
と
法
偉
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る
か
、

つ
ま
り
違
法
な
行
政
契
約
は
当
然
に
無
効
な
の
か
、
そ
れ
と
も
取
消
の
よ

幽
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う
な
契
約
当
事
者
の
形
成
権
の
行
使
に
よ
り
ぱ
じ
め
て
契
約
の
効
カ
が
失

な
わ
松
る
こ
と
で
足
り
る
の
か
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
か
ら
は
直

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

接
に
は
結
諭
さ
れ
得
な
い
。
無
効
と
取
消
と
い
う
二
つ
の
法
的
効
果
は
、

両
者
と
も
法
偉
違
反
に
対
す
る
有
効
な
制
裁
で
あ
り
、
行
政
契
約
の
法
偉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
聖

と
の
矛
暦
を
解
消
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
違
法
な
行
政
契
約

に
対
し
て
は
何
ら
か
の
有
効
な
制
裁
が
科
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
、

法
偉
に
よ
る
行
政
の
原
理
か
ら
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
確
か
に
如
何

な
る
制
裁
が
強
行
法
規
違
反
の
場
合
に
科
さ
れ
る
ぺ
き
か
は
、
立
法
者
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

裁
量
の
中
に
存
す
る
が
、
強
行
法
規
違
反
の
場
合
に
制
裁
な
し
で
済
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛆
）

か
ど
う
か
は
、
立
法
者
の
裁
最
の
中
に
存
し
な
い
。
従
っ
て
、
信
頼
保
護

等
の
何
ら
か
の
正
当
化
理
由
も
な
し
に
、
違
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
制
裁
も
科
さ
れ
な
い
行
政
契
約
の
存
在
を
許
す
行

政
手
続
法
五
九
条
第
一
項
・
第
二
項
は
、
ボ
ン
基
本
法
二
〇
条
第
三
項
の

法
偉
に
よ
る
行
政
の
原
理
、
ひ
い
て
は
法
治
国
家
原
理
に
違
反
し
、
違
憲

　
　
＾
仙
〕

で
あ
る
。

　
以
上
が
、
行
政
手
続
法
五
九
条
に
関
す
る
合
憲
説
と
違
憲
説
の
主
な
内

容
で
あ
る
。
合
憲
説
は
、
違
憲
説
と
比
較
し
て
、
行
政
契
約
の
契
約
的
側

面
、
即
ち
両
当
事
者
の
含
意
に
よ
り
一
定
の
法
律
効
果
が
生
じ
る
点
を
強

調
し
、
そ
こ
か
ら
、
高
権
的
行
為
形
式
た
る
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
る
場

合
に
有
す
る
存
続
効
以
上
の
存
続
効
を
違
法
な
行
政
契
約
に
認
め
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
違
憲
説
は
、
行
政
契
約
も
行
政
活
動
の
一
類
型

に
す
ぎ
な
い
と
考
え
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
厳
格
に
適
用
レ
よ
う

と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
合
憲
説
と
違
憲
説
と
で
は
、
行
政
契
約
に
対
す
る

評
価
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

皿
　
む
す
ぴ

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
西
独
で
は
、
我
国
と
違
っ
て
、
法
令
の
強

行
規
定
に
違
反
す
る
行
政
契
約
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
一
般

的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
手
続
法
五
九
条
は
そ
の
考

え
方
を
否
定
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
言
及
し
た
行
政
手
続
法
の
行
政
契
約
条
項
に
つ
い
て
、
も
う
一

つ
興
味
の
あ
る
事
柄
は
、
行
政
手
続
法
が
行
政
契
約
へ
の
田
Ω
ω
の
準

用
を
明
文
で
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
我
国
で
は
、
契
約
解
除
に
関

す
る
民
法
五
四
一
条
、
五
四
三
条
と
行
政
契
約
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の

　
　
　
　
＾
蝸
）

．
指
摘
が
あ
る
だ
け
で
、
民
法
の
そ
の
他
の
規
定
と
行
政
契
約
の
関
係
に
つ

い
て
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
一
般

的
・
抽
象
的
な
考
え
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

　
酉
独
の
行
政
手
続
法
五
九
条
第
一
項
と
六
二
条
で
（
補
充
的
）
準
用
が

肯
定
さ
れ
て
い
る
籟
Ω
因
規
定
に
対
応
す
る
我
国
の
民
法
の
各
規
定
（
例

え
ぱ
、
行
為
無
能
カ
に
関
す
る
四
条
、
九
条
、
二
一
条
、
一
九
条
、
二
〇

条
及
ぴ
法
偉
行
為
に
関
す
る
九
〇
条
－
九
六
条
）
と
行
政
契
約
と
の
関
係

は
検
討
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
問
題

点
の
指
摘
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。

　
（
1
）
　
本
稿
で
い
う
行
政
契
約
と
は
、
行
政
手
続
法
五
四
条
第
一
段
で

　
　
い
う
と
こ
ろ
の
公
法
契
約
、
即
ち
公
法
領
域
に
お
け
る
法
偉
関
係
を

　
　
形
成
、
変
更
又
は
鹿
止
す
る
契
約
で
あ
る
。
従
っ
て
、
行
政
の
締
結

　
　
す
る
私
法
上
の
契
約
（
例
え
ぱ
、
備
品
購
入
契
約
）
は
二
こ
で
い
う

　
　
行
政
契
約
で
は
な
い
。
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（86）一橘論叢 第92巷 第1号

（
2
）
　
参
照
、
困
中
二
郎
「
報
償
契
約
に
関
す
る
法
偉
問
題
－
公
法
と

　
私
法
の
交
錯
す
る
場
1
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
号
二
頁
以
下
。

（
3
）
　
参
照
、
原
因
尚
彦
『
公
害
と
行
政
法
』
ニ
ハ
六
員
以
下
。

（
4
）
＜
。
・
一
・
≠
喜
崇
9
・
葦
邑
片
冒
。
・
竃
葦
＝
ま
言
尋
晶

　
（
H
竃
o
）
一
〇
〇
－
s
㎞
申
∴
』
．
ω
巴
円
毛
o
ま
一
一
豆
o
o
冨
目
N
昌
　
旦
o
『
N
自
－

　
一
箒
巴
O
司
片
O
岸
ま
蜆
α
饒
實
巨
O
干
『
8
9
＝
〇
一
嵩
＝
＜
O
暮
『
晶
富
（
6
ω
O
O
）
一
ω
．

　
H
O
二
∴
声
－
目
σ
9
昌
一
〇
雪
き
；
包
9
＝
的
竃
8
－
一
；
0
5
＜
害
冒
晶

　
（
；
蟹
）
・
ω
・
ξ
一
買
炭
邑
；
。
目
①
『
一
＜
昌
F
量
o
q
冒
o
＜
亀
ξ
巴
巨
自
o
q
甲

　
纈
片
一
（
一
〇
α
N
）
一
ω
．
O
O
㌃
≦
、
．
炭
O
鵠
9
　
0
蜆
『
望
一
げ
O
『
2
昌
算
－
O
昌
睾
8
巨
7

　
旨
o
巨
o
　
く
o
『
妻
巴
戸
冒
o
q
餉
く
害
耳
饅
的
巴
眈
＝
串
目
2
＝
『
一
〇
q
巴
o
『
昌
α
自
葭
岸
＝
o
す
－

　
冨
o
巨
－
g
昌
＜
亀
幸
巴
g
＝
o
官
（
ε
ミ
）
一
ω
．
o
o
o
o
弐
．

（
5
）
　
く
o
q
－
・
匡
．
弔
9
o
『
P
■
o
－
旨
σ
目
o
｝
－
o
o
『
＜
o
『
毛
巴
け
自
■
o
o
（
H
①
卓
o
）
一

　
ω
・
ご
夕
戸
匡
豊
9
器
p
冒
血
ω
g
冨
昌
箒
冨
津
　
く
o
『
毛
巴
g
自
鵯
－

　
晩
o
ユ
o
巨
匡
－
o
巨
o
『
く
o
『
o
o
－
9
o
す
9
U
＜
民
－
一
Φ
①
o
〇
一
ω
．
o
o
o
o
ω
（
6
0
0
0
0
）
一
q
一
w
易
二

　
N
自
『
N
F
＝
畔
蜆
a
O
司
斤
蜆
岸
i
ミ
マ
片
蜆
ρ
目
斤
血
岸
冒
コ
ら
老
－
O
巨
巨
O
竈
斥
o
岸
邑
①
ω
α
籏
O
冒
一
1

　
－
－
o
－
一
．
『
o
o
－
岸
ご
o
巨
o
目
　
く
0
H
言
葭
o
目
蜆
－
　
2
』
ミ
　
一
〇
α
p
　
ω
－
－
N
N
　
（
－
N
』
h
）
…

　
〇
一
　
勺
舳
o
勺
o
’
　
　
N
自
－
脾
蜆
＆
O
司
片
O
岸
目
目
O
　
句
目
目
斥
ユ
O
コ
　
O
O
血
　
α
串
O
目
匡
－
o
す
ー

　
篶
g
艘
g
雪
＜
g
旨
晶
o
岨
一
昌
＜
g
冨
斥
…
咀
望
竃
斤
…
q
b
弓
傾
員

　
一
冨
σ
鶉
o
邑
胃
巴
昌
＜
實
o
〇
一
〇
邑
＝
胃
司
…
犀
一
昌
忌
ω
＜
曾
ミ
巴
一
昌
o
q
蜆
－

　
陣
ζ
m
一
b
＜
団
－
－
凄
〉
ω
‘
H
H
（
ミ
饒
1
）
．

（
6
）
＜
。
ヨ
F
ρ
占
－
秦
品
員
蟹
9
餉
巨
o
巨
而
昌
〇
一
旨
黒
o
亭

　
㎜
i
昌
O
－
旨
目
O
司
　
里
』
ヨ
　
＜
曾
ξ
巴
9
冒
O
q
m
冨
O
旨
F
　
く
雪
ミ
＞
『
0
7
　
ω
〇
一
伽
N

（
H
§
）
・
ω
・
曇
（
§
申
）
一
向
・
ω
置
自
』
ε
く
胃
毒
一
蔓
。
目
眈
く
弩
墨
。
・

　
；
o
g
o
o
鶉
o
s
昌
豊
荷
冨
一
け
　
号
『
＜
角
毛
音
…
寧
　
＞
α
宛
窓

　
（
5
9
）
一
ω
1
亀
o
（
8
o
声
）
．

（
7
）
　
無
効
説
に
立
つ
も
の
　
螂
＜
昌
ミ
p
ζ
．
く
。
塞
、
さ
。
一
8
9

　
蜆
＜
o
量
6
向
ナ
ニ
ご
｝
＜
o
『
毛
p
o
．
く
．
N
9
9
乞
竃
一
｝
＜
宰
ミ
ー

　
○
向
少
H
o
o
o
o
．

　
　
違
法
な
行
政
契
約
に
行
政
行
為
と
同
等
の
律
続
効
を
認
め
る
説
に

　
立
つ
も
の
　
■
ω
Ω
i
d
ー
く
．
～
㎞
．
介
H
o
α
〉
吋
ω
o
向
N
g
N
－
o
巾
吋
ω
Ω
－

　
C
・
チ
N
ド
o
〇
一
尼
α
＞
乞
』
一
く
－
o
α
o
〇
一
ω
l
H
N
£
O
＜
Ω
旨
饒
目
9
o
’
ζ
一

　
く
・
8
・
ω
・
6
ご
一
U
く
望
5
ご
・
ω
・
s
ひ
・
但
し
、
最
後
に
挙
げ
ら
れ

　
た
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
上
級
行
政
裁
判
所
判
決
の
理
歯
中
で
述
ぺ
ら
れ
た

　
違
法
な
行
政
契
約
に
行
政
行
為
と
同
等
の
存
続
効
を
認
め
る
考
え
方

　
は
、
そ
の
上
皆
審
た
る
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
決
（
｝
＜
o
；
9
弓

　
く
・
軍
・
ζ
・
；
ご
一
■
＜
害
ξ
Ω
両
卓
p
ω
8
）
で
否
定
さ
れ
た
。

（
8
）
　
＜
實
毛
巴
2
自
o
胃
蜆
く
實
母
＝
畠
自
蜆
帥
①
8
S
（
＜
毛
く
｛
O
）
く
o
昌
～
㎞
．
峯
巴

　
6
N
9
団
Ω
里
－
昂
－
旨
3
一
〇
q
o
陣
目
p
o
膏
g
o
く
－
N
．
N
‘
s
ぎ
一

　
的
Ω
望
」
ω
・
ミ
お
・
公
法
契
約
条
項
に
つ
き
参
照
、
南
博
方
「
西
独

　
の
行
政
手
続
法
と
公
法
契
約
」
（
『
行
政
手
続
と
行
政
処
分
』
八
二
頁

　
以
下
所
収
）
、
長
尾
久
衛
「
西
独
行
政
手
続
法
に
お
け
る
公
法
上
の

　
契
約
H
O
」
名
城
法
学
二
八
巻
一
1
1
二
号
一
五
七
貢
以
下
、
三
1
－
四

　
号
一
頁
以
下
。

（
9
）
　
契
約
当
窮
者
が
契
約
外
に
お
い
て
も
具
体
的
契
約
対
象
に
関
し

　
て
対
等
に
対
立
す
る
行
政
契
約
。
典
型
的
に
は
行
政
主
体
閥
の
契
約
。

　
＜
o
q
一
・
ρ
　
甲
　
⊆
足
声
－
毫
．
ピ
彗
巨
一
〇
q
ε
　
＜
弩
ミ
巴
一
冒
o
q
署
實
－

　
津
耳
昌
貿
8
9
一
ド
・
＞
冒
P
（
S
S
）
一
ω
1
8
ジ
＜
1
団
目
9
■
O
i
冒
O

　
切
9
昼
目
O
蜆
斥
『
坤
厚
　
く
Φ
『
≦
貝
岸
一
』
自
伽
胃
O
O
す
巨
－
O
巨
肖
　
く
宵
耳
餌
伽
Φ
　
（
－
O
N
N
）
i
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（87）石珊多宅ノー一・

　
ω
．
曽
1

（
1
0
）
　
契
約
当
事
者
が
契
約
外
に
お
い
て
具
体
的
契
約
対
象
に
関
し
て

　
優
越
・
従
属
の
関
係
に
あ
る
行
政
契
約
。
典
型
的
に
は
国
家
・
国
民

　
間
の
契
約
。
＜
O
q
一
。
声
ω
O
≡
轟
員
■
O
ゑ
自
轟
留
8
『
冒
O
口
竃
げ
O
巨

　
彗
g
艘
o
干
冨
o
巨
一
〇
5
自
＜
算
冨
o
口
一
U
α
＜
6
き
ω
二
嵩
（
ω
』
ご

　
＞
自
昌
．
ω
）
一
d
－
具
■
ρ
自
巨
目
o
口
①
■
凹
p
O
．
ω
一
ω
串
｛
∴
缶
o
o
巨
目
害
一
雪
與
O
‘

　
ω
1
畠
1

（
1
1
）
　
＞
冒
P
ω
o
α
q
『
饒
目
o
自
自
o
q
o
鶉
向
口
一
≦
一
旨
尿
o
サ
鶉
く
9
ミ
巴
巨
目
岬
蜆
－

　
蓋
ユ
旨
烏
冨
σ
竈
鶉
g
鶉
餉
　
く
o
昌
　
－
o
o
．
N
1
　
6
ご
一
田
H
1
U
昌
o
尿

　
ミ
3
p
ω
’
o
o
－
一

（
1
2
）
　
改
正
前
一
ω
串
■
く
ミ
Ω
き
目
竃
叫
冒
宕
S
一
Ω
く
O
里
、
H
旨
N
一

　
ω
」
山
H
■
改
正
後
一
ω
エ
■
＜
重
Ω
さ
目
－
o
、
ω
L
ミ
p
Ω
＜
里
・
ω
・
H
o
。
～
・

（
1
3
）
　
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
旦
タ
イ
ン
州
一
般
行
政
法
＝
一

　
六
条
は
、
そ
の
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
で
、
行
政
手
続
法
五
九

　
条
の
各
項
と
そ
れ
ぞ
れ
同
一
内
容
を
規
定
し
、
そ
の
第
三
項
で
は
、

　
従
属
法
的
契
約
に
つ
い
て
、
第
一
項
、
第
二
項
で
列
挙
さ
れ
て
い
る

　
署
o
巨
赫
ぎ
岸
原
因
と
は
異
な
る
二
つ
の
冒
一
色
鼻
墨
昌
冨
岸
原
因
を

　
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
項
は
、
「
仁
目
乏
尋
墨
昌
臣
岸
は
、
契
約

　
当
事
者
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
し
て
契
約
締
結
後
一
月
以
内
に
の
み
主

　
張
さ
れ
う
る
」
と
規
定
す
る
。
つ
ま
り
、
同
法
二
ニ
ハ
条
で
い
う

　
；
o
票
掃
寂
岸
は
、
布
政
手
続
法
五
九
条
で
い
う
そ
れ
と
同
様
に
、

　
．
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ぱ
、
そ
れ
に
よ
り
当
然
に
（
当
事
者
の
何
ら

　
の
意
恩
表
示
な
し
に
）
生
じ
る
無
効
を
意
味
し
、
ま
た
g
－
書
寿
・

　
竃
昌
一
・
g
は
、
そ
れ
が
契
約
当
事
者
に
よ
り
一
定
期
間
内
に
主
張
さ

　
れ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
効
果
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
張
さ
れ
た
時
に
は
、

　
行
政
契
約
の
法
偉
効
果
を
遡
及
し
て
失
わ
し
め
る
効
果
を
有
す
る
。

　
従
っ
て
d
目
名
寿
竃
昌
訂
岸
の
主
張
は
、
行
政
行
為
の
敢
消
と
類
似

　
し
た
制
度
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1
4
）
　
＜
牲
一
里
冒
P
団
o
晒
昌
目
q
；
目
口
q
曽
吻
㎞
㎞
向
く
ミ
＜
－
Ω
－
｝
串
0
1
ω
．
o
o
H
1

（
b
）
　
く
o
o
「
峯
．
＝
o
目
片
9
0
富
内
8
巨
ρ
胃
ミ
庁
斤
閉
o
巨
與
津
轟
目
σ
く
o
目
－

．
巨
昌
竃
（
5
遣
）
一
ω
1
轟
N
1

（
1
6
）
　
＜
o
ロ
ー
G
】
足
■
嘗
旦
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〇
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。
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－
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．
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①
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．
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＞
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岩
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